
  

11 月定例月議会における議案に対する意見募集 
 

 No.１ 公共施設案内・予約システム再構築業務委託費（債務負担行為）  

 

 公共施設の予約をオンライン上で完結できるシステムへ更改することで、市民サービス

の利便性向上を図ろうとするものです。 

今回の事業に対するご意見を募集します。 

 

１．内容 

現行の公共施設案内・予約システムは、システムの利用者登録時に対面での本人確認が

必要であり、また、オンライン決済の機能がないため、予約手続きを完結するために当該

施設に出向き、施設利用料の支払をしなければならない状況である。 

このような課題解決に向け、窓口業務のデジタル化のひとつとして、オンライン上で予

約手続きを完結できるよう、オンライン決済やオンライン上で本人確認（マイナンバーカ

ードを用いた公的個人認証など）が可能なシステムへ更改する。 

 

〔導入スケジュール〕 

 
 

２．債務負担行為（追加） 

限度額 54,300 千円 

期 間 令和６年度から令和 11 年度まで 

 
【参考】現行の公共施設案内・予約システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年度
4月

令和6年度 令和7年度
1月 4月 7月 10月 1月

業者選定

システム構築作業 一部施設で運用開始

システム利用
を希望する全施設
で運用開始


